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私たち農業委員会は、農業・農村を守り、その健全な発展に寄与するため、 

法令遵守と高い倫理観を持ち、農業委員と農地利用最適化推進委員が一体と 

なって、以下の憲章を遵守することを誓います。 

 

一、農業委員会は、 

農業・農村の代表として、食料・農業・農村基本計画の実現に努め、 

国民の期待と信頼に応えます。 

 

一、農業委員会は、 

食料の自給率と自給力を維持・向上させるため、 

適正な農地行政に努め、優良農地の確保と効率利用を進めます。 

 

一、農業委員会は、 

農地利用の最適化をめざし、担い手への農地利用の集積・集約化、 

遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進に努めます。 

 

一、農業委員会は、 

認定農業者や新規参入者等の意欲ある担い手の育成・確保と 

経営支援を強化し、農業・農村の持続的発展に努めます。 

 

一、農業委員会は、 

暮らしと経営に役立つ情報の収集・提供に努め、 

活力ある農業と農村社会をめざします。 

 

 

（2016 年５月 26 日開催「平成 28年度全国農業委員会会長大会」において制定） 
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令和８年度周南市農業委員会事業計画 

 

周南市農業委員会（以下「委員会」という。）は、委員会の委員（以下「農業委員」

という。）、農地利用最適化推進委員（以下「推進委員」という。）及び委員会の権限に

属する事務を補助執行する委員会の事務局（以下「事務局」という。）の職員の協働体

「チーム農業委員会」として、次のとおり事業計画を策定する。 

 

１ 基本方針 

本市の農業及び農業者の公的代表機関として、地域農業の活性化、農業生産力の

発展及び農業経営の合理化を図り、農業者の生活向上に寄与するため諸対策を推進

するとともに、農業委員会等に関する法律、農地法、農業経営基盤強化促進法、農

地中間管理事業の推進に関する法律、農業振興地域の整備に関する法律、土地改良

法、独立行政法人農業者年金基金法その他関係法令に基づく事務を適正に執行し、

本市の農業の振興と基本的な農業施策を確立するため、積極的な活動を推進する。 

 

２ 事業方針 

(１) 農業委員会憲章（2016 年制定）を基本とする。 

(２) 公平・公正・透明性に基づき、明るく開かれた信頼される委員会の運営に努

める。 

(３) 「現場主義」を第一として、農業者の声に耳を傾け、寄り添い、信頼される

よう、地域に密着した現場活動を推進する。 

(４) 「農地のプロ」として、資質向上のため研修・研鑽に努め、農業者に対する

情報提供活動を行う。 

(５) ワンチームとして、情報を共有し行動を一つに、部分最適より全体最適を考

えて事業に取り組む。 

(６) 一人ひとりが健康・安全には十分留意し、職務を遂行する。 

 

３ 重点事項 

(１) 農地等の利用の最適化の推進 

ア 農業委員と推進委員との適切な役割分担と連携強化 
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イ 農地等の利用の最適化の推進に関する指針に掲げた目標の達成に向けての

積極的な取組 

ウ 最適化活動(農地等の利用の最適化の推進に係る活動をいう。以下同じ。)の

目標の設定、活動の記録、点検・評価の実施、その結果の公表・報告等 

エ 市の農業振興課との連携強化 

(２) 地域計画の実現とブラッシュアップ 

ア 地域の話し合いの継続 

イ 地域計画の実現に向けた取組 

ウ 地域計画のブラッシュアップに向けた取組 

エ 地域計画の浸透 

オ 地域計画外の農地への対応 

(３) 農地法等の適正執行 

ア 農地転用許可事務等の適正執行及び無断・違反転用防止のための広報や監視

活動と是正指導の強化 

イ 農地パトロール（利用状況調査）、利用意向調査及び日常活動としての農地

パトロールの着実な実施に基づく遊休農地の発生防止・解消及び無断・違反転

用の早期発見 

ウ 農地台帳の精度向上と農業委員会サポートシステムの整備・運用への積極的

な取組 

エ 非農地扱いとした土地等の非農地判断（農地に該当するか否かの判断をいう。

以下同じ。）等の実施 

(４) 組織の体制整備と活動強化 

ア 関係行政機関に対する農地等利用最適化推進施策の改善についての具体的

な意見の提出 

イ タブレット端末を農業委員及び推進委員（以下「委員等」という。）の全員に

貸与 

ウ 農業委員会活動記録簿の作成による活動状況や成果の見える化 
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エ 委員会の取組に関する情報提供の強化 

(５) 改選後の新体制へのスムーズな引継ぎ 

委員等の改選期に当たり、切れ目のない事務処理を行うとともに、旧委員等

から新委員等への担当業務のスムーズな引継ぎを実施 

 

４ 会議の開催・出席 

(１) 総会 

・出席者   農業委員、事務局、関係部署職員、傍聴人 《公開》 

・議事内容  議決事項、報告事項 

・開催頻度  定例会は毎月 1回（原則 10 日）、臨時会は必要に応じて随時 

（定例会で審議する許可申請書の提出締切は、原則前月の20日） 

申請書の提出締切予定日 定例総会の開催予定日 

令和８年３月 23日（月） 令和８年４月 10日（金） 

４月 20 日（月） ５月 11 日（月） 

５月 20 日（水） ６月 10 日（水） 

６月 22 日（月） ７月 10 日（金） 

７月 21 日（火） ８月 10 日（月） 

８月 20 日（木） ９月 10 日（木） 

９月 24 日（木） 10 月 13 日（火） 

10 月 20 日（火） 11 月 10 日（火） 

11 月 20 日（金） 12 月 10 日（木） 

12 月 18 日（金） 令和９年１月 12日（火） 

令和９年１月 20日（水） ２月 10 日（水） 

２月 18 日（木） ３月 10 日（水） 

３月 23 日（火） ４月 12 日（月） 

・委員等の改選後の臨時総会 開催予定日：令和８年７月 24日（金） 

農業委員の辞令交付式の終了後、臨時総会を開催 

議事は、①臨時議長の指名、②仮議席の指定、③議席の決定、

④委員会の会長（以下「会長」という。）の互選、⑤会長職務代

理者の互選、⑥農業委員の地区割の決定、⑦推進委員の委嘱の

議決 

臨時総会の閉会後、推進委員の委嘱状交付式 

当日は、新体制での最初の地区協議会、幹事会及び広報委員会

を開催 
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(２) 委員全員協議会 

・議事内容  委員会の運営についての協議・調整、報告、連絡、意見交換等 

・会議出席者 農業委員、事務局、会長が認めた者 《非公開》 

・開催頻度  定例総会終了後に開催 

・配付資料等 定例総会の議案とともに推進委員にも送付 

(３) 地区協議会 

・市域を５地区に分け、それぞれの地区に地区協議会を設置 

・名称    南部地区協議会、西部地区協議会、徳山北部地区協議会、 

熊毛地区協議会、鹿野地区協議会 

・所掌事務  地域活動についての協議・調整、課題解決に向けた協議、農業

者等との意見交換、地区協議会としての意見集約等 

・構成    農業委員、推進委員 

・役員    座長（農業委員）、副座長（推進委員）、広報担当 

・会議出席者 農業委員、推進委員、事務局、座長が認めた者 《非公開》 

・開催頻度  おおむね３か月に１回程度 

(４) 幹事会 

・所掌事務  総会の議事運営、関係行政機関等に対する意見の提出の総務、

農業委員・推進委員の研修の企画立案・実施 

・組織    幹事６人（地区協議会の座長５人、女性委員の代表１人） 

・幹事長   幹事の互選 

・会議出席者 幹事、オブザーバー（会長・会長職務代理者）、事務局 《非公

開》 

・開催頻度  必要に応じて随時 

(５) 広報委員会 

・所掌事務  委員会の広報、市広報の活用、インターネットの活用等 

・組織    広報委員６人（地区協議会の広報担当５人、会長が指名した女

性推進委員１人） 

・広報委員長 広報委員の互選 

・会議出席者 広報委員、オブザーバー（会長・会長職務代理者）、事務局 

・開催頻度  必要に応じて随時 

(６) 農地利用最適化推進委員候補者評価委員会 

・所掌事務  推進委員候補者の被推薦者・応募者の評価を行いその結果を意

見として会長に報告、被推薦者・応募者の経歴その他評価に必

要な事項等の審査を行い意見を集約 
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・組織    評価委員９人（会長、会長職務代理者、幹事６人、委員会の事

務局長） 《非公開》 

・委員長   評価委員の互選 

・開催頻度  必要に応じて随時 

(７) 常設審議委員会（山口県農業会議） 

・出席者   会長（常設審議委員会委員）、 

事務局（本市に係る意見徴収事案があるときのみ出席） 

・意見聴取  ① 農地転用事案 

許可を要する面積 30 アールを超える農地、農用地区域内

農地、甲種農地、第 1 種農地、営農型太陽光発電施設その他

農業委員会が必要と認める転用事案 

② その他事案 

農地法、農業経営基盤強化促進法、農業振興地域の整備に

関する法律、土地改良法等で都道府県機構（山口県農業会議）

の意見を聴かなければならないとされたもの 

・資料提供  意見聴取事案以外の許可を要する転用事案 

・開催頻度  毎月 1回（原則 28 日） 

(８) その他の会議 

関係機関・関係団体等との連絡調整を図るため、諸会議へ出席する。 

主な会議 

ア 山口県農業会議 

イ 山口県農業委員会女性協議会 

ウ 山口県農業委員会職員研究会 

エ 周南市青年等就農計画認定審査委員会 

オ 周南市都市計画審議会 

 

５ 活動計画 

(１) 農地等の利用の最適化を推進する活動 

 

 

 

 

 

ア 農地等の利用の最適化の推進に関する指針に従って実施 

※ 農地等の利用の最適化の推進とは、 

① 担い手への農地利用の集積・集約化 

② 遊休農地の発生防止・解消 

③ 新規参入の促進 

による農地等の利用の効率化及び高度化の促進を行うことをいう。 
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周南市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」（令和５年

４月１日施行）に従って最適化活動を実施する。 

イ 最適化活動の目標の設定及び公表・報告 

令和８年３月末までに協議し定めた令和８年度の最適化活動の成果目標（農

地の集積、遊休農地の解消、新規参入の促進に係る目標をいう。）及び活動目標

（推進委員等（推進委員及び最適化活動を行う農業委員をいう。以下同じ。）が

最適化活動を行う日数目標、活動強化月間の設定目標、新規参入相談会への参

加目標をいう。）（以下これらを「最適化活動の目標」という。）を、４月総会で、

「令和８年度最適化活動の目標の設定等」として議決・決定の上、市ホームペ

ージで公表するとともに、山口県知事に報告する。 

ウ 最適化活動の記録及び点検・評価の実施（点検・評価は翌年度に実施） 

(ア) 推進委員等の最適化活動の記録及び点検・評価の実施 

各推進委員等は、最適化活動を実施した月日、場所、相手方、活動内容等

を具体的に記録した農業委員会活動記録簿を作成し、翌月 10 日（３月分は

３月末日）までに事務局に提出する。 

各推進委員等は、農業委員会活動記録簿に基づき、一年度間の最適化活動

の実施状況及び最適化活動の目標の達成状況について、自ら点検・評価する

とともにその結果を翌年度の４月末を目途として事務局に提出する。 

(イ) 委員会の最適化活動の点検・評価の実施（翌年度に実施） 

委員会は、翌年度の５月末までに、総会において、委員会の最適化活動の

実施状況及び最適化活動の目標の達成状況について、点検・評価する。 

エ 最適化活動の点検・評価結果等の公表及び報告（翌年度に実施） 

委員会は、推進委員等及び委員会の最適化活動の実施状況及び最適化活動の

目標の達成状況並びにこれらの点検・評価結果を「農業委員会の農地利用の最

適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表」に取りまとめ、市ホームペー

ジで公表するとともに、６月末までに、周南市長、山口県知事及び山口県農業

会議に報告する。 

オ 市の農業振興課との連携強化 

農地等の利用の最適化の推進に当たっては、市の農業振興課との連携を強め、

協力して取り組む。 

(２) 地域計画の実現とブラッシュアップ 

菊川、夜市、戸田、湯野、大向、大道理、長穂、須々万、中須、須金、和田、
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八代、高水、勝間、大河内、三丘及び鹿野地区の 17 地域計画について、次のとお

り地域計画の実現とブラッシュアップに取り組む。 

ア 地域の話し合いの継続 

地域計画の実現やブラッシュアップを進めるため、市、関係機関・団体及び

農業者が参加した地域の話し合いを継続し、引き続き主催者の一員として参画

する。 

イ 地域計画の実現に向けた取組 

地域計画を実現するため、市、関係機関・団体及び農業者と連携して、①目

標地図に位置付けられた者への農地の権利移動、②農地中間管理機構との連携

強化、③活用できる国の補助事業の紹介等の取り組みを実施する。 

ウ 地域計画のブラッシュアップに向けた取組 

地域計画は実情に応じて柔軟に変更することが求められ、特に、現況に近い

目標地図や受け手未定地（白地農地）の多い目標地図を作った地域にあっては、

計画のブラッシュアップが必要なため、関係機関等と連携して、①10 年後の受

け手の特定、②農地の集積・集約化の推進、③担い手不足への対応、④農地の

粗放的利用等の取り組みを実施する。 

エ 地域計画の浸透 

地域の全ての農業者が地域計画を理解するよう、市の公表に留まらず、農業

委員会だより等で周知する。 

また、不在村地主を含む土地持ち非農家に対しても可能な範囲で周知を図る。 

オ 地域計画外の農地への対応 

地域計画の範囲に入っていない農地についても、円滑な権利移動や遊休農地

対策等により農業利用が継続するよう支援する。 

権利移動に際しては、農用地利用集積等促進計画の活用を推進する。 

(３) 農地法等関係活動 

ア 農地法関係活動 

(ア) 農地等の権利移動に係る許可事務の適正執行（第３条関係） 

農地等の権利移動（第３条第１項）の許可申請書が提出されたら事務局と

地区担当の農業委員及び推進委員（以下「地区担当委員等」という。）で書類

審査及び現地調査を行い、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地域と

の調和要件などの許可要件を確認し、必要に応じて申請書等の補正等を求め、

申請書受理後、議案として総会に提出・審議し、許可又は不許可を決定の上、
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原則、総会を開催した日付で許可指令書又は不許可指令書を交付する。 

(イ) 農地等の権利移動に係る届出事務の適正執行（第３条、第３条の３関係） 

届出を要する農地中間管理事業（第３条第１項第 14 号の２）による権利

移動又は相続等による権利取得（第３条の３）の届出は、事務局で書類審査

を行い、受理又は不受理を決定し、受理通知書又は不受理通知書を交付する

とともに、受理した場合にはその旨を総会で報告する。 

(ウ) 農地転用に係る許可事務の適正執行（第４条、第５条関係） 

農地転用（第４条第１項）又は農地等の転用のための権利移動（第５条第

１項）の許可申請書が提出されたら事務局と地区担当委員等で書類審査及び

現地調査を行い、立地基準と一般基準による許可要件を確認し、必要に応じ

て申請書等の補正等を求め、申請書受理後、議案として総会に提出・審議し、

許可又は不許可を決定の上、原則、総会を開催した日付で許可指令書又は不

許可指令書を交付する。 

都市計画法で定める開発行為の許可など一定の条件が成就する必要があ

る場合はその条件が成就した日付で許可をする。 

常設審議委員会の意見聴取事案については、総会では許可相当又は不許可

相当と決定し、常設審議委員会での審議後に、原則、審議があった日付で許

可指令書又は不許可指令書を交付し、前述と同様に一定の条件が成就する必

要がある場合はその条件が成就した日付で許可をする。 

事務局は、許可指令書の写しを地区担当委員等に送付する。 

(エ) 農地転用許可後の転用事業の進捗管理（第４条、第５条関係） 

農地転用許可を受けた者がその許可に付された条件に基づく転用事業の

迅速かつ適切な進捗を図るため、転用事業者に農地転用許可済標識を貸与し、

許可を得て転用していることが明確に分かるよう、許可を受けた土地に設置

し、許可のあった事業計画に従って転用が達成するまで掲示する。 

転用事業者は、転用事業が完成するまでの間、許可の日から３か月後及び

その後１年ごとに転用事業の進捗状況を事業進捗状況報告書により委員会

に報告し、転用事業を完了したときは、遅滞なくその旨を事業完了報告書に

より委員会に報告する。 

事務局は、提出のあった報告書の写しを地区担当委員等に送付し、現地確

認を依頼する。 

地区担当委員等は、報告書により事業の進捗又は完了を現地確認するほか、

(ウ)の許可申請書及び許可指令書の写しにより適宜現地を確認し、それらの

結果を事務局に報告する。 
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委員会は、地区担当委員等からの現地確認の報告等により転用事業の進捗

状況を把握し、事業計画どおりに事業が行われていなければ、事業実施の指

導・勧告などを行う。 

なお、資材置場等の恒久転用の場合は、転用事業者は工事の完了の報告の

あった日から３年間、６か月ごとに事業の実施状況を資材置場等事業実施状

況報告書により委員会に報告する。 

委員会は、事業完了報告書及び現地確認により事業計画とは異なる目的に

使用されていると認める場合は、事務局で転用事業者から事情を聴取等した

上で、偽りその他不正の手段により転用許可受けた者（第 51 条第１項第４

号）に該当する場合は違反転用に対する処分（第 51 条第１項）を検討する。 

(オ) 農地転用に係る届出事務の適正執行（第４条、第５条関係） 

届出を要する市街化区域内にある農地転用（第４条第１項第７号・第５条

第１項第６号）、通知若しくは申出を要する国・山口県の公共事業の施行に

伴う農地転用（第４条第１項第２号・第５条第１項第１号）又は転用若しく

は権利移動の制限の例外としての農地転用（第４条第１項第８号及び農地法

施行規則第 29 条・第５条第１項第７号及び農地法施行規則第 53 条）などの

届出は、事務局で書類審査を行い、受理又は不受理を決定し、受理通知書又

は不受理通知書を交付するとともに、受理した場合にはその旨を総会で報告

する。 

事務局は、受理した届出書等の写しを地区担当委員等に送付する。 

(カ) 農地転用届出に係る転用事業の進捗管理（第４条、第５条関係） 

農地転用の届出を受理された転用事業者は、転用事業を完了したときは、

遅滞なくその旨を事業完了報告書により委員会に報告する。 

事務局は、提出のあった報告書の写しを地区担当委員等に送付し現地確認

を依頼する。 

地区担当委員等は、報告書により事業の完了を現地確認するほか、(オ)の

届出書等の写しにより適宜現地を確認し、それらの結果を事務局に報告する。 

委員会は、地区担当委員等からの現地確認の報告、事業完了報告書を提出

しない又は事業計画どおり転用事業を行わない転用事業者からの事情聴取、

現地調査等により転用事業の進捗状況を把握し、必要な場合には事業計画に

従った事業実施の指導等を行う。 

(キ) 農地所有適格法人の報告等（第６条関係） 

農地所有適格法人から事業年度の終了後３か月以内に、事業の状況及び法

人要件の報告（第６条第１項前段）を徴収し、事務局で書類審査を行い、法
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人要件（法人形態要件、事業要件、議決権要件、役員要件）を満たしている

か否かを確認した上で、受理したことを総会で報告する。 

なお、要件を満たさなくなるおそれがあると認められるときは、総会の議

決を経て、必要な措置を講ずべきことを勧告（第６条第２項）する。 

(ク) 農地所有適格法人以外の法人等の報告等（第６条の２関係） 

農地所有適格法人以外の法人又は農作業に常時従事すると認められない

個人（以下「農地所有適格法人以外の法人等」という。）から事業年度の終了

後３か月以内に、使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた農地等の利

用状況の報告（第６条の２第１項）を徴収し、事務局で書類審査を行い、農

地所有適格法人以外の法人等が農地等を借りる場合の追加要件（賃借契約に

解除条件が付されていること、地域における適切な役割分担のもとに農業を

継続して行うこと、法人の場合は業務執行役員又は重要な使用人が１人以上

農業に常時従事すること。）を満たしているか否かを確認した上で、受理し

たことを総会で報告する。 

なお、要件に該当しない場合、農地等を適正に利用していない場合又は当

該報告をしない場合には、その旨を農地中間管理機構又は周南市に通知（第

６条の２第２項）するとともに、その処理を総会で報告する。 

(ケ) 農地パトロール（利用状況調査）の実施（第 30 条関係） 

農地パトロール（利用状況調査）は、毎年８月頃を実施時期として設定し、

全ての農地について利用状況を現地調査で把握するもので、地域の農地利用

の確認、遊休農地の実態把握、さらには無断・違反転用の発生防止・早期発

見を行う。 

この農地パトロール（利用状況調査）により得られた農地情報は、農地台

帳に記録され、農業委員会サポートシステムに情報化され、遊休農地対策や

担い手への農地の集積・集約化など、農地等の利用の最適化の推進に繋がる

ので、この調査を着実に実施する。 

(コ) 利用意向調査の実施（第 32 条、第 33 条関係） 

農地パトロール（利用状況調査）の結果、遊休農地と判断された農地又は

耕作する者が不在若しくは不在になることが確実な農地について、その所有

者に農地の利用の意向を確認する。 

(サ) 所有者不明農地の利用（第 32 条第３項、第 41 条関係） 

所有者不明農地制度により、所有者不明農地（相続未登記農地）であって

も、全ての相続人を調べることなく、簡単な手続きで農地中間管理機構経由

により最長 40 年間借りることが可能になった。 
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委員会は、所有者不明農地について所有者等の探索（探索の範囲を配偶者

と子に限定）を行ってもなおその所有者等（共有の場合は２分の１を超える

持分を有する者）を確知できないため、所有者不明農地に係る公示を行った

後、２か月以内に所有者等の申出がなかったときは、農地中間管理機構にそ

の旨を通知する。 

農地中間管理機構は、山口県知事に対して裁定を申請する。 

山口県知事は、常設審議委員会の意見聴取を経て、農地中間管理機構に当

該農地の利用権を設定すべき旨の裁定を行い、これを公告する。 

この公告された裁定の定めるところにより、農地中間管理機構は、利用権

を取得し、担い手への貸付けを行う。 

(シ) 非農地判断の実施 

農地パトロール（利用状況調査）又は日常活動としての農地パトロールに

より、再生利用が困難な農地とされた土地について、事務局の事前調査を経

て、土地所有者に事前通知書を送付した上で、委員等の３人以上と事務局で

の現地調査をし、非農地判断を行う。 

また、農地台帳の点検による固定資産税課税台帳との照合の結果、現況地

目と課税地目が異なる土地又は航空写真等により明らかに非農地であるこ

とが判明した土地については、農地法第 30 条第２項に規定する利用状況調

査（必要があると認めるときは、いつでも行うことができるもの）と併せて

同様に非農地判断を実施する。 

非農地判断の結果、非農地となったときは、土地の所有者に非農地通知書

を交付するとともに、非農地とした土地について、非農地通知一覧表により

山口県、周南市、山口地方法務局周南支局等に通知する。 

非農地判断の結果を総会で報告する。 

(ス) 非農地扱いとした土地等の非農地判断等 

過去に、国の示す非農地判断の手続（事前通知、委員等の３人以上での現

地調査・非農地判断、非農地通知書の交付及び非農地通知一覧表の作成・通

知）を経ずに非農地扱いとした土地等（非農地判断施行前に非農地扱いとし

た土地、事務局判断により非農地扱いとした土地又は農地とした荒廃農地を

いう。以下同じ。）について、改めて国の示す非農地判断の手続となるよう、

補完する処理を行う。 

なお、非農地扱いとした土地等のうち課税地目が田又は畑以外であるもの

については、総会で非農地であることの報告を行うとともに、非農地通知一

覧表により山口県、山口地方法務局周南支局等に通知し、土地所有者の希望

又は会長が必要と認めた場合は非農地通知書を交付する。 
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(セ) 地方税法第 381 条による地目変更の申出の実施 

地方税法第 381 条第７項の規定に基づき、周南市長が職権で一括して法務

局に地目変更の申出（以下「第 381 条申出」という。）を行う仕組みを活用

し、登記地目と課税地目が乖離した農地等の地目変更登記の円滑な実施を図

る。 

課税課と共に山口地方法務局周南支局と手順等を協議し、令和８年度は、

(ス)のなお書に示した非農地扱いとした土地等のうち課税地目が田又は畑

以外であるものについて実施する。 

(ソ) 無断・違反転用の早期発見及び是正指導の強化（第 51 条関係） 

農地パトロール（利用状況調査）又は日常活動としての農地パトロールで

無断・違反転用を早期発見し、是正指導を行う。 

なお、令和４年度に発生し、刑事訴訟法による告発をしたが不起訴処分（起

訴猶予）となった違反転用事案については、定期的に現地確認を行うととも

に、農業振興地域の整備に関する法律を所管する農業振興課及び建築基準法

を所管する建築指導課と連携し、違反転用者とも面談し、その進展を図る。 

(タ) 農地の賃貸料情報の提供（第 52 条関係） 

１月から 12 月までに締結（公告）された農地の賃貸借における賃借料を

集計し、その平均値を求めた 10 アール当たりの賃借料水準（平均額）を公

表する。 

(チ) 農地台帳の点検・整理・管理（第 52 条の２関係） 

農地台帳は農業委員会サポートシステムに情報化され、委員会が所管する

各種申請、諸証明など業務全般の基本となっており、また、交付金事業の対

象となっていることから、定期的に市の固定資産課税台帳との照合（毎年１

回、５月から８月の間）及び市の住民基本台帳との照合（毎月１回）を実施

するほか、利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき

整理するとともに、委員会の日常的な事務処理、委員等の活動等を通じ、農

地台帳の記録内容を補正するなど、適正に管理する。 

なお、固定資産課税台帳との照合においては、現在の登記地目が農地のも

のだけでなく、転用等の実施把握のため、過去に農地であって既に登記地目

が農地でないものも確認できるように検討する。 

(ツ) 農地台帳に記録された事項の提供 

固定資産税等の軽減措置に関し、令和８年１月２日から令和９年１月１日

までの間に農地法第36条（農地中間管理権の取得に関する協議の勧告）第１

項の規定による勧告又は勧告の撤回を行った遊休農地及び所有する全農地
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（10ａ未満の自作地を除く。）を新たに農地中間管理機構に10年以上の期間

で貸し付ける（農地中間管理権が設定される）こととなった農地の情報を課

税課に提供する。 

(テ) 農地改良の届出 

農地の盛土又は掘削により農地を改良する場合、水田の埋立てにより畑地

を造成する場合その他の農地の改良をする場合の届出は、事務局で書類審査

を行い、受理又は不受理を決定し、受理通知書又は不受理通知書を交付する

とともに、受理した場合にはその旨を総会で報告する。 

事務局は、受理した届出書等の写しを地区担当委員等に送付する。 

届出地には、農地改良工事を施工する者が境界を明示して、工事完了期日

まで農地改良である旨を標示板により標示する。 

届出者は、工事が完了したときは、速やかにその旨を農地改良完了報告書

により委員会に報告する。 

事務局は、提出のあった報告書の写しを地区担当委員等に送付し現地確認

を依頼する。 

地区担当委員等は、報告書により農地改良の完了を現地確認するほか、事

前に送付のあった届出書等の写しにより適宜現地を確認し、それらの結果を

事務局に報告する。 

委員会は、地区担当委員等からの現地確認の報告、農地改良完了報告書を

提出しない又は届出のあった工事の内容どおり農地改良を行わない届出者

からの事情聴取、現地調査等により農地改良の進捗状況を把握し、必要な場

合には届出に従った事業実施の指導等を行う。 

(ト) 開墾等により新たに農地とする土地に係る事務処理 

山林、原野その他の土地について農地台帳に登載されていない土地又は農

地台帳に登載されている農地以外の土地（(ナ)の非農地とした土地を除く。）

を開墾等により農地とした場合には、所有者又は耕作者は、耕作届により委

員会に届け出る。 

委員等又は事務局の職員から農地パトロール（利用状況調査）又は日常活

動としての農地パトロールにおいて、開墾等により農地とした土地を発見し

た旨の通報を受けたとき又はその他の者から同様の通報を受けたときは、委

員会は所有者又は耕作者に耕作届の提出を依頼する。 

委員会は、耕作届の提出があった場合又は耕作届の提出依頼後３か月を経

過しても提出されていない場合は、委員等の３人以上と事務局で現地調査を

行い、非農地判断をし、農地である場合には、開墾等により農地とした土地

を農地台帳にあらたに農地として登載する。 
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この現地確認の結果は、届出者には現地確認通知書、所有者には農地台帳

登載通知書により通知するとともに、総会で報告する。 

(ナ) 非農地とした土地の農地再生に係る事務処理 

農地転用、非農地通知書の交付、非農地証明書の交付又は非農地扱いによ

り非農地とした土地を再び耕作して農地としている場合（以下この土地を

「農地再生する土地」という。）には、所有者又は耕作者は、耕作再開届によ

り委員会に届け出る。 

委員等又は事務局の職員から農地パトロール（利用状況調査）又は日常活

動としての農地パトロールにおいて、農地再生する土地を発見した旨の通報

を受けたとき又はその他の者から同様の通報を受けたときは、委員会は所有

者又は耕作者に耕作再開届の提出を依頼する。 

委員会は、耕作再開届の提出があった場合又は耕作再開届の提出依頼後３

か月を経過しても提出されていない場合は、委員等の３人以上と事務局で現

地調査を行い、非農地判断をし、農地である場合には、非農地とした土地を

再び農地として農地台帳を復元する。 

この現地確認の結果は、届出者には現地確認通知書、所有者には農地復元

通知書により通知するとともに、総会で報告する。 

(ニ) 土地の現況等についての照会に対する回答 

登記簿上の地目が農地等である土地の現況等について法務局の登記官、執

行裁判所、弁護士会等からの照会に対し、事務局の事前調査を経て、委員等

の３人以上と事務局での現地調査により非農地判断又は現況確認を行い、そ

の結果を回答し、その旨を総会で報告する。 

(ヌ) 農地等の買受適格証明（第３条、第５条関係） 

民事執行法による競売手続の開始決定のあった農地等の競売又は国税徴

収法による滞納処分により公売に付された農地等の公売に参加する際、農地

等を取得できない者が最高値買受申出人又は最高値申込者になるのを未然

に防ぐため、競売物件又は公売物件の買受人となったときは、委員会の許可

（農地等の権利移動（第３条第１項）又は農地等の転用のための権利移動（第

５条第１項）の許可をいう。）を得られるもの又は届出（市街化区域内にある

農地等の転用のための権利移動（第５条第１項第６号）の届出をいう。）の受

理を得られるものであることの証明（以下「買受適格証明」という。）の手続

等は次のとおりとする。 

① 許可を要する耕作目的又は転用目的の農地等 

買受適格証明願いにより、事務局と地区担当委員等で書類審査及び現地
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調査を行い、議案として総会に提出し審議・決定の上、買受適格証明書を

交付する。 

買受適格証明書を交付した者が落札し、正式に許可申請があった場合は、

事務局で提出書類を審査し、買受適格証明書交付時と事情が同一のときに

は総会の議決は経ずに許可し、その旨を総会で報告する。 

買受適格証明書交付時と事情が異なっていたときは、改めて総会で審

議・決定する。 

② 届出を要する転用目的の市街化区域内にある農地等 

買受適格証明願いにより、事務局で書類審査を行い、買受適格証明書を

交付する。 

買受適格証明書を交付した者が落札し、正式に転用の届出があった場合

は、事務局で提出書類の審査等を行い、受理したことを総会で報告する。 

(ネ) 現況が農地でないことの証明等 

非農地証明願いにより、事務局の事前調査を経て、委員等の３人以上と事

務局での現地調査により非農地判断を行い、その結果、農地に該当しないと

決定したものには非農地証明書を交付し、農地に該当すると決定したものに

は非農地証明が適当でないと認め非農地証明願返戻通知書により通知し、そ

の旨を総会で報告する。 

イ 農業経営基盤強化促進法関係活動 

(ア) 基本構想の変更に係る意見聴取（第６条関係） 

周南市長より意見を求められた基本構想（農業経営基盤の強化の促進に関

する基本的な構想をいう。）の変更について、総会で審議・決定し周南市長に

回答する。 

(イ) 農地売買等事業の活用の推進（第７条第１号、第 11 条第２項） 

農地中間管理機構が農用地等を買い入れ、当該農用地等を売り渡し、交換

し、又は貸し付けるこの事業は、従前は、農地等の買入れは農地法第３条第

１項第 13 号の権利取得の届出、売渡しは農地法第３条第１項の権利移動の

許可のそれぞれの手続きにより行われていたが、令和６年度からは、農地中

間管理事業の推進に関する法律に規定する農用地利用集積等促進計画、さら

に令和７年度からは、買入れと売渡しを一本化した一括方式による農用地利

用集積等促進計画の策定・認可・公告手続きにより実施されている。 

委員会では、出し手、受け手からのあっせんの申出や関係機関又は団体か

らの事業利用の調整の申出を受け、あっせん（調整）を開始し、あっせん（調
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整）会議の終了後、農地中間管理機構が取りまとめた農用地利用集積等促進

計画の素案を基に、当該計画の策定要請を総会で議決した上で、農地中間管

理機構に対し当該計画の策定を要請する。 

農地中間管理機構では、買入れと売渡しを一括してまとめた農用地利用集

積等促進計画を策定し、市長に認可申請を行い、市の認可・公告を経て、所

有権移転登記、売買代金の支払い、徴収を行う。 

(ウ) 農業経営改善計画の認定に係る協議書に意見を付し山口県知事に送付

する事務（第 12 条関係） 

市が農業経営改善計画を認定する際、山口県知事の協議・同意が必要なも

のについて、総会で審議・決定し、市の作成する協議書に意見を付して山口

県知事に送付する。 

(エ) 認定農業者・認定就農者に対する利用権の設定等の促進に関する事務

（第 16 条関係） 

認定農業者又は認定就農者から農用地について利用権の設定等を受けた

い旨の申出があった場合には、当該申出の内容を勘案して認定農業者又は認

定就農者に対して利用権の設定等が行われるよう農用地の利用関係の調整

を行う。 

(オ) 農業者等による協議の場に参加（第 18 条関係） 

地域計画のブラッシュアップに当たり、市が設ける農業者、農業委員会、

農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区その他の当該区域の関係者に

よる協議の場に積極的に参加し、将来の農業や農地利用の姿について話し合

いを実施する。 

(カ) 地域計画の変更に係る意見聴取（第 19 条関係） 

周南市長より意見を求められた地域計画の変更について、総会で審議・決

定し周南市長に回答する。 

(キ) 目標地図の素案の作成・提出（第 20 条関係） 

地域計画のブラッシュアップに当たり、市からの求めにより、目標地図を

作成し、市に提出する。 

(ク) 地域計画の区域からの除外に係る農地転用の事前協議 

(オ)の地域計画の変更のうち、農地の転用を行うための地域計画の区域か

らの除外については、農地法に基づく農地転用の許可の見込みがあることが

要件の一つとなっていることから、市への除外の申出の前に、委員会への事

前協議の申込みにより、事前に許可申請に準じて事務局と地区担当委員等で
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書類審査及び現地調査を行い、農地転用の見込みの有無を確認し、申込者へ

通知する。 

(ケ) 地域計画の区域内の農用地等の所有者等に対する利用権の設定等の促

進に関する事務（第 21 条関係） 

地域計画の区域内の農用地等について、所有権、地上権、永小作権、質権、

賃貸借権、使用貸借権による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権

利を有する者に対し、当該農用地等について農地中間管理機構への利用権の

設定等の促進を図る。 

ウ 農地中間管理事業の推進に関する法律関係活動 

(ア) 農用地利用集積等促進計画に係る意見聴取（第 18 条第３項関係） 

農地中間管理機構より意見を求められた農用地利用集積等促進計画の策

定について、総会で審議・決定し農地中間管理機構に回答する。 

(イ) 農地売買等事業に係る農用地利用集積等促進計画の策定の要請（第 18

条第 11 項関係）（再掲） 

農地売買等事業について、買入れと売渡しを一本化した一括方式による農

用地利用集積等促進計画の策定を農地中間管理機構に対し要請する。 

(ウ) 市の作成した農用地利用集積等促進計画の案に係る意見聴取（第 19 条

第２項、第３項関係） 

農地中間管理機構は、農用地利用集積等促進計画の策定に当たり、市町村

に対し、農用地利用集積等促進計画の案を作成し、農地中間管理機構に提出

するよう求めることができる（第 19 条第２項）とされ、市町村は、当該協

力を行う場合において必要があると認めるときは、農業委員会の意見を聴く

ものとする（第 19 条第３項）とされている。 

このことにより、周南市長より意見を求められた市が利用権設定の調整を

行った農用地利用集積等促進計画の案について、６月、９月、12 月及び２月

の総会で審議・決定し周南市長に回答する。 

また、県知事の裁定・公告により農地中間管理機構に利用権設定された所

有者不明農地に係る農用地利用集積等促進計画の案については、適宜、総会

で審議・決定し周南市長に回答する。 

(エ) 利用権設定の調整を支援 

(ウ)に係る利用権設定の機構契約は、市の農業振興課が調整を行っている

が、委員会では、旧相対契約である機構契約(一括方式)について、推進委員

が中心となって地権者・耕作者への声掛けや書類作成の支援等の調整の支援
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を行う。 

(オ) 共有者不明農地等の利用（第 22 条の２，第 22 条の３、第 22 条の４関

係） 

委員会は、農地中間管理機構からの要請により、共有者不明農地等（２分

の１以上の共有持分を有する者を確知することができないものをいう。）に

ついて不確知共有者（共有者不明農地等について共有持分を有する者であっ

て確知することができないものをいう。以下同じ。）の探索（探索の範囲を配

偶者と子に限定）を行ってもなお２分の１以上の共有持分を有する者を確知

することができないため、農用地利用集積等促進計画と併せて公示を行った

後、２か月以内に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、不確知共有

者は農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなし、農地中間管理機構

にその旨を通知する。 

(カ) 農地中間管理機構の事業活用の推進 

農地中間管理機構である「やまぐち農林振興公社」との連携を強化し、農

地中間管理事業を推進する。 

エ 農業振興地域の整備に関する法律関係活動 

(ア) 農業振興地域整備計画の変更に係る意見聴取（第 13 条関係） 

周南市長より意見を求められた農業振興地域整備計画の変更について、総

会で審議・決定し周南市長に回答する。 

(イ) 農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画の変更に係る意見聴取（第

13 条関係） 

周南市長より意見を求められた農業振興地域整備計画のうち農用地利用

計画の変更（除外・編入）について、事務局と地区担当委員等で現地調査を

行い、７月、11 月及び３月の総会で審議・決定し周南市長に回答する。 

(ウ) 農振農用地区域からの除外に係る農地転用の事前協議 

(イ)の農用地利用計画の変更のうち、農地の転用を行うための農振農用地

区域からの除外については、農地法に基づく農地転用の許可の見込みがある

ことが要件の一つとなっていることから、市への除外の申出の前に、委員会

への事前協議の申込みにより、事前に許可申請に準じて事務局と地区担当委

員等で書類審査及び現地調査を行い、農地転用の見込みの有無を確認し、申

込者へ通知する。 

(エ) 農地移動適正化あっせん事業の実施（第 18 条関係） 
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農業振興地域内の農用地等について、その農用地等の農業上の利用を確保

するため、農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化の

ための売買や貸借などの権利移動のあっせんを行う。 

農用地等の所有者等からあっせんを受けたい旨の申出を受けて、推進委員

の中から１人以上のあっせん委員を指名し、当該あっせん委員が農用地等の

権利移動のあっせんを行う。 

なお、あっせんの申出があった場合、まずは農地中間管理機構が行う農地

売買等事業の活用を促す。 

あっせんが成立した後は、農地法第３条第１項の権利移動の許可申請が必

要である。 

オ 土地改良法関係活動 

(ア) 土地改良事業に参加する資格に係る承認、認定等（第３条関係） 

賃貸借等した農用地の所有者から土地改良事業に参加すべき旨の申出が

あったときの当該申出の承認（第３条第１項第２号）、賃貸借等した農用地

以外の土地の耕作者等が土地の所有者の同意を得て土地改良事業に参加す

べき旨を申し出たときの当該申出書の受理（同条第１項第４号）、賃貸借等

した農用地の耕作者等で土地改良事業に参加する資格を有しないものが農

用地の所有者の同意を得てその資格を交替すべき旨を申し出たときの当該

申出書の受理（同条第２項前段）、賃貸借等した農用地以外の土地の所有者

で土地改良事業に参加する資格を有しないものが農用地の使用及び収益を

する者の同意を得てその資格を交替すべき旨を申し出たときの当該申出書

の受理（同項後段）、農用地の一時貸付けに係る土地改良事業の参加資格の

認定（同条第３項）又は農地中間管理機構の借受農用地に係る土地改良事業

の参加資格の認定（同条第４項）を行った場合は、その旨を総会で報告する。 

カ 租税特別措置法関係活動 

(ア) 贈与税又は相続税の納税猶予に関する適格者証明（第 70 条の４、第 70

条の６関係） 

生前一括贈与又は相続により取得した農地等について、贈与税又は相続税

の納税猶予の適用（第 70 条の４第１項・第 70 条の６第１項）を受けるため

の贈与税又は相続税の納税猶予に関する適格者証明願いにより、事務局と地

区担当委員等で書類審査及び現地調査を行い、議案として総会に提出・審議・

決定し、適格者であることを証明する。 

(イ) 贈与税又は相続税の納税猶予の適用を受ける農地等に係る農業経営等
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を引き続き行っていることの証明（第 70 条の４、第 70 条の６関係） 

贈与税又は相続税の納税猶予の適用を受ける農地等について、農業経営、

特定貸付け又は営農困難時貸付けを引き続き行っている旨の証明願いによ

り、事務局と地区担当委員等で書類審査及び現地調査を行い、引き続き農業

経営、特定貸付け又は営農困難時貸付けを行っている旨の証明書を交付した

上で、総会で報告する。 

(ウ) 贈与税又は相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況についての

税務署からの照会に対する回答（第 70 条の４、第 70 条の６関係） 

贈与税又は相続税の納税猶予の特例を受けている農地等の利用状況等に

ついての税務署からの照会に対し、事務局の事前調査を経て、委員等の３人

以上と事務局での現地調査により非農地判断及び現況確認を行い、その結果

を回答し、その旨を総会で報告する。 

キ 地方税法関係活動 

(ア) 不動産取得税の徴収猶予に関する適格者証明（附則第 12 条関係） 

生前一括贈与により取得した農地等について、不動産取得税の徴収猶予の

適用（附則第 12 条第１項）を受けるため、不動産取得税の徴収猶予に関す

る適格者証明のための証明書（地方税法施行規則附則第４条第１項第１号）

としての農地等の受贈者に係る農業委員会の証明書の証明願いにより、書類

審査等を行い、議案として総会に提出・審議・決定し、適格者であることを

証明する。 

(イ) 不動産取得税の徴収猶予の適用を受ける農地等に係る農業経営を引き

続き行っていることの証明（附則第 12 条関係） 

不動産取得税の徴収猶予の適用を受けている農地等について、引き続き不

動産取得税の徴収猶予の適用（附則第12条第１項）を受けるため、引き続き

農業経営を行っている旨の証明のための証明書（地方税法施行規則附則第４

条第３項）としての農地等の受贈者に係る農業委員会の証明書の証明願いに

より、書類審査等を行い、証明書を交付した上で、総会で報告する。 

ク 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律関係活動 

相続土地国庫帰属承認申請（第２条）された登記簿上の地目が田、畑又は牧

場である土地について、農林水産省中国四国農政局からの現況が農地であるか

否か、農用地区域内の土地か否か、遊休農地か否か、地域計画の目標地図への

位置付け状況、転用許可又は無断転用の事実の有無等についての照会に対し、

事務局の事前調査を経て、委員等の３人以上と事務局での現地調査により非農
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地判断又は現況確認を行い、その結果を回答し、その旨を総会で報告する。 

(４) 改選後の新体制に向けた準備行為等 

ア 農地利用最適化推進委員候補者評価委員会の開催等 

市において新農業委員候補者が決定した後、農地利用最適化推進委員候補者

評価委員会（以下「評価委員会」という。）を開催し、会長の求めにより推進委

員候補者の推薦を受けた者（以下「被推薦者」という。）又は推進委員候補者に

応募した者（以下「応募者」という。）の評価を行い、評価及びその結果につい

ての意見を会長に報告する。 

被推薦者及び応募者の評価に関することは会長専決事項としていることか

ら、会長は、評価委員会の評価及び意見を総会に報告することになるが、新推

進委員の委嘱は、改選後の農業委員で組織する委員会（以下「次期農業委員会」

という。）の総会での議決を要するため、改選前の総会では議決できないので、

委員全員協議会に諮って、新推進委員候補者を決定する。 

なお、周南市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則の附

則第３項（推進委員候補者の決定に係る行為の継承）では、改選前の農業委員

で組織する委員会が、評価委員会に意見を求める行為並びに評価委員会の評価

及び意見を受ける行為並びに推進委員候補者を決定する行為は、次期農業委員

会の行為とみなすこととしている。 

イ 次期農業委員会準備会の開催等 

新農業委員の任命前の準備行為として、新農業委員候補者の会議（以下「次

期農業委員会準備会」という。）を開催する。 

開催にあたり、まず、地区協議会相当に分かれて、構成する新農業委員候補

者の互選により仮の座長を決定し、新女性農業委員候補者の互選により仮の女

性幹事を決定し、次に、仮の座長（＝仮の幹事）及び仮の女性幹事をメンバー

として仮の幹事会を開催する。 

次期農業委員会準備会では、アに記載のとおり、委員全員協議会において決

定した新推進委員候補者を次期農業委員会が引き継ぐことを確認する。 

また、農業委員の任命及び推進委員の委嘱の前の準備行為として、地区協議

会相当により地区別の新農業委員候補者及び新推進委員候補者による協議会

（以下「次期地区協議会準備会」という。）を開催すること、及びその中で農地

パトロール（利用状況調査）のための説明会を行うことを決定する。 

ウ 次期地区協議会準備会の開催等 

地区協議会相当で次期地区協議会準備会を各地区で開催する。 

次期地区協議会準備会では、構成する新推進委員候補者の互選により仮の副
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座長を、構成する新委員等候補者の互選により仮の広報担当を決定する。 

また、農地パトロール（利用状況調査）のための説明会も併せて行う。 

(５) 組織活動 

ア 農地等利用最適化推進施策の改善についての具体的な意見の提出 

農業者との情報交換等により得た地域の農業者が抱える課題や要望などの

声を集約し、農業及び農業者の代表機関としてその解決に向け、農業委員会等

に関する法律第 38 条第 1 項に規定する農地等利用最適化推進施策の改善につ

いての具体的な意見として、「令和９年度に向けた農地等利用最適化推進施策

に関する意見」を調製し、総会で審議・決定の上、関係行政機関等に提出する。 

イ 令和８年度の最適化活動の目標の設定（再掲） 

「令和８年度最適化活動の目標の設定等」をまとめ、総会で議決し公表する。 

ウ 令和７年度の最適化活動の点検・評価結果等の公表（再掲） 

「令和７年度の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公

表」をまとめ、総会で議決し公表する。 

エ 規則、規程、要綱、要領等の整備 

法令改正や状況の変化に対応し、必要に応じて規則、規程、要綱、要領等の

整備を行う。 

オ 業務マニュアルの整備 

各種業務についてマニュアルの整備を進め、共通仕様で業務が遂行できる体

制を構築する。 

カ デジタル化の推進 

(ア) 委員等の全員にタブレット端末を貸与 

引き続き、委員等の全員にタブレット端末を貸与する。 

タブレット端末は通信機能やＧＰＳ機能を備え、写真撮影もでき、農業委

員会サポートシステムと連携した現地確認アプリや意向把握アプリ、活動記

録アプリを搭載しており、委員等が日々活動するための必需品である。 

また、総会でのタブレット活用や、事務局との連絡、農業委員・推進委員

同士での連絡での活用により事務処理の効率化も図ることができる。 

農地パトロール（利用状況調査）、利用意向調査及び日常活動としての農

地パトロールでの活用や総会資料、事務連絡のペーパーレス化が推進できる

よう操作研修をはじめきめ細やかな指導・支援を行う。 
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(ウ) タブレット端末やドローンの活用、衛星リモートセンシングデータの利

用などを調査・研究 

行政のデジタル化の推進の一環として、デジタルトランスフォーメーショ

ン（Digital Transformation: ＤＸ。ＩＴ技術を活用して従来の組織や事務

などを変革していくこと。）も視野に入れ、タブレット端末やドローンの活

用、衛星リモートセンシングデータの利用などを調査・研究する。 

キ 事業報告の作成・公表 

年度終了後、総会審議等の状況、農地法等に基づく処理状況、委員等の活動

状況等を「事業報告」としてまとめ、活動状況や成果の見える化を図る。 

(６) 研修活動 

ア 山口県農業会議主催の研修会への出席 

「農業委員及び農地利用最適化推進委員等研修会」を始めとする山口県農業

会議が主催する研修会等に出席し、資質の向上を図る。 

イ 研修会の開催 

独自の研修会の開催を検討する。 

ウ 図書、リーフレット等の配付 

委員等に、農地や農業委員会、農業経営、農業者年金などの関連制度・施策

に関するリーフレット、パンフレット、その他の図書を個別に配付し、各自の

自己研鑽や、資質の向上、農業者に対する情報提供活動の充実を図る。 

(７) 情報提供活動 

ア 「しゅうなん農業委員会だより」の発行 

令和８年度の予算措置は年１回分であり、９月に第４号を発行することにな

るが、改選された委員等の紹介をはじめ、広報委員会の編集により、委員会の

活動を多くの農業者、一般の住民により身近で目に見える活動としてお伝えす

る。 

農業委員会だよりは、①農業委員会からのお知らせ、②農業委員会の活動報

告、③地域の農業情報の３つの項目をバランスよく取り入れた紙面づくりを進

め、市ホームページにも掲載する。 

今後、９月と３月の年２回発行できるよう、予算措置を強く要望する。 

イ 市広報による情報提供 

農業委員会だよりは、発行の回数が限られており、必要に応じて、市の「広

報しゅうなん」により、情報を提供する。 
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ウ 市ホームページによる情報提供 

市ホームページの農業委員会のページの充実を図る。 

特に、市民の利便性の向上を図るため、今までの事務処理や相談応対で蓄積

された実例による質問と回答を参考に、よくある質問（frequently asked 

questions: ＦＡＱ）としてまとめ、ホームページに掲載する。 

(８) 日常活動 

ア 農業委員会活動記録簿の作成・提出（再掲） 

農業委員会等に関する法律第６条に定める委員会の所掌事務を効果的に進

めるとともに委員等の活動の透明化を図るため、委員等は、活動日ごとに、場

所、相手方、活動内容等を農業委員会活動記録簿に記録し、翌月 10 日（３月

分は３月末日）までに事務局に提出する。 

なお、提出に当たっては、委員等の全員に貸与したタブレット端末の活動記

録アプリを活用し、ペーパーレス化を図る。 

イ 日常活動としての農地パトロールによる農地の利用促進と無断・違反転用の

早期発見 

日常活動としての農地パトロールに取り組み、地域の農地の状況を的確に把

握する。 

特に、遊休農地化しそうな農地を発見し、農地所有者に対して今後の利用に

関しての意向を調査し、自己管理の徹底や農地売買のあっせん実施などを行い、

遊休農地の発生防止を図る。 

また、無断・違反転用を発見した場合は、事務局と連携し適正指導を行う。 

ウ 農業者との情報交換 

日常の雑談・日常の相談活動を通して、農家が抱える個々の問題を把握し、

相談・指導・助言などで具体的な対応策を提案することで、良好な農地管理を

促進する。 

情報交換を通じ、農地の売買・貸借のマッチングに結び付くこともある。 

また、地域の農業者が抱える課題や要望などの声を集約し「令和９年度に向

けた農地等利用最適化推進施策に関する意見」に反映させる。 

(９) その他の活動 

ア 農業者年金の普及啓発・加入促進・相談等 

農業者年金制度の普及啓発及び新規加入の推進を図り、制度の強化・拡充に

努め、農業者の老後の生活安定と福祉の向上に資するとともに後継者への継承

を促進し、農業経営基盤の強化を図る。 
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イ 国有農地の管理 

農林水産省所管国有財産管理者（山口県知事）から土地を借り受けている者

に対して、賃借料の徴収に関する事務や現地調査を行う。 

ウ 全国農業新聞の普及拡大等 

農業委員会の組織紙として、また、農家向けの情報紙としての性格を合わせ

もった新聞として発行を続けている「全国農業新聞」の購読の普及に努めると

ともに、地域の身近な紙面づくりのための情報を提供する。 

 

６ 年間活動計画表（主要業務） 

月等 項目 備考 

毎月 

原則 10 日に定例総会・委員全員協議会を開催  

原則 20 日に翌月の定例総会で審議する許可申請等の提出締切 

農地法第３条第１項（農地等の権利移動） 

農地法第４条第１項（農地の転用） 

農地法第５条第１項（農地等の転用のための権利移動） 

農地法第 18 条第１項（農地等の賃貸借の解約等） 

農地等の買受適格証明 

贈与税・相続税の納税猶予に関する適格者証明 

不動産取得税の徴収猶予に関する適格者証明 

原則 28 日に会長・事務局が常設審議委員会へ出席 

４月 

令和８年度最適化活動の目標の設定等を公表  

令和８年度事業計画を策定・公表 

農地利用最適化推進委員候補者評価委員会（次期推進委員候補者

を評価）を開催 

５月   

６月 

令和７年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他

事務の実施状況を公表 

 

委員全員協議会に諮って新推進委員候補者を決定 

７月 

改選後の新体制に

向けた準備行為 

次期農業委員会準備会を開催  

仮の幹事会を開催 

令和７年度事業報告を承認・公表 

委員全員協議会の中で退任される農業委員の退任式を行う 

改選後の新体制に

向けた準備行為 

次期地区協議会準備会を開催 

農地パトロール（利用状況調査）、利用権設

定事務の説明会を開催（次期地区協議会準備

会と同日） 

臨時総会の日 

新農業委員に辞令を交付 

臨時総会を開催 

新推進委員に委嘱状を交付 
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地区協議会を開催 

幹事会を開催 

広報委員会を開催 

８月 
農地パトロール（利用状況調査）（９月末まで）  

農業委員及び農地利用最適化推進委員等研修会（県農業会議） 

９月 「しゅうなん農業委員会だより」第４号を発行  

10 月 

地域計画（目標地図の変更等）事務及びタブレット操作の説明会

を各地区協議会で開催 

 

逐次、遊休農地の利用意向調査、荒廃農地の非農地判断を実施 

11 月 
令和９年度に向けた農地等利用最適化推進施策に関する意見を

提出 

 

12 月   

１月   

２月 農地の賃借料情報を公表（令和８年分）  

３月 令和９年度最適化活動の目標を設定（翌４月総会に諮り公表）  

随時 

農地法による届出等の受理 

農地改良届出の受理 

開墾農地の耕作届出の処理 

農地所有適格法人の報告の徴収 

農地所有適格法人以外の法人等の報告の徴収 

非農地判断の実施 

登記地目が農地等である土地に係る照会に対する回答 

市街化区域内にある農地等の買受適格証明 

現況が農地でないことの証明等（非農地証明） 

納税猶予・徴収猶予農地等の農業経営を継続していることの証明 

納税猶予に係る特例農地等の利用状況についての回答   等 

定例総会

で報告 

地区協議会を開催（おおむね３か月に１回程度） 

幹事会を開催 

広報委員会を開催 

農地等の利用の最適化を推進する活動 

無断・違反転用の是正指導 

農地台帳の整備・管理 

日常活動としての農地パトロール・農業者との情報交換  等 
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（参考１）周南市農業委員会に係る条例・規則・規程・要綱・要領 
 

１ 周南市の条例・規則・要綱 

(１) 条例 

ア 周南市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例 

イ 周南市職員定数条例（抄）第２条第６号(農業委員会の職員） 

ウ 周南市報酬及び費用弁償支給条例（抄）別表（周南市農業委員会委員等の支給額） 

(２) 規則 

ア 市長の権限に属する事務の委任規則（抄）第７条（周南市農業委員会に対する事務

委任） 

イ 周南市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則 

ウ 周南市農業委員会の委員の選任に関する規則 

(３) 要綱 

ア 周南市農業委員会委員候補者選考委員会設置要綱 

 

２ 周南市農業委員会の規則・規程・要綱・要領 

(１) 規則 

ア 周南市農業委員会総会会議規則 

イ 周南市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則 

(２) 規程 

ア 周南市農業委員会規程 

イ 周南市農業委員会会長専決規程 

ウ 周南市農業委員会事務局規程 

エ 周南市農業委員会和解の仲介に関する規程 

オ 周南市農業委員会会長等互選規程 

カ 周南市農業委員会が管理する公文書の開示等に関する規程 

キ 周南市農業委員会が保有する個人情報の保護に関する規程 

(３) 要綱 

ア 周南市農業委員会事務局長等専決要綱 

イ 周南市農業委員会在宅等勤務実施要綱 

ウ 周南市農業委員会の委員等の活動の報告に関する要綱 

エ 周南市農業委員会農地法関係事務の指針を定める要綱 

オ 周南市農業委員会農地法施行に関する実施要綱 

カ 周南市農業委員会農地法関係の届出の受理に関する要綱 

キ 周南市農業委員会許可指令書等の指令番号及び受理通知書等の文書番号に関する要

綱 

ク 周南市農業委員会農地転用許可後の転用事業の進捗に関する要綱 

ケ 周南市農業委員会農地転用届出に係る転用事業の進捗に関する要綱 

コ 周南市農業委員会農地転用制限の例外（農業用施設等）に係る届出に関する要綱 

サ 周南市農業委員会一時転用地に係る農地への復元に関する要綱 

シ 周南市農業委員会農地改良に係る届出に関する要綱 

ス 周南市農業委員会違反転用に対する措置に関する要綱 

セ 周南市農業委員会日常活動としての農地パトロールに関する要綱 

ソ 周南市農業委員会非農地判断施行前に非農地扱いとした土地等の非農地判断等に関

する要綱 

タ 周南市農業委員会農地台帳点検等実施要綱 
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チ 周南市農業委員会行政書士等の代理人による申請手続等に関する取扱要綱 

ツ 周南市農業委員会申請等に係る本人確認の手続等に関する取扱要綱 

テ 周南市農業委員会タブレット端末に関する運用要綱 

ト 周南市農業委員会委員全員協議会要綱 

ナ 周南市農業委員会地区協議会設置要綱 

ニ 周南市農業委員会幹事会設置要綱 

ヌ 周南市農業委員会広報委員会設置要綱 

ネ 周南市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置要綱 

(４) 要領 

ア 周南市農業委員会農地パトロール（利用状況調査）に係る事務処理要領 

イ 周南市農業委員会遊休農地の利用意向調査等に係る事務処理要領 

ウ 周南市農業委員会開墾等により新たに農地とする土地に係る事務処理要領 

エ 周南市農業委員会非農地とした土地の農地再生に係る事務処理要領 

オ 周南市農業委員会全部効率利用要件の確認に係る事務処理要領 

カ 周南市農業委員会農地所有適格法人の要件審査及び報告手続等に係る事務処理要領 

キ 周南市農業委員会農地所有適格法人以外の法人等の要件審査及び報告手続等に係る

事務処理要領 

ク 周南市農業委員会農地関係の証明に係る事務処理要領（予定） 

ケ 周南市農業委員会買受適格証明に係る事務処理要領 

コ 周南市農業委員会贈与税及び相続税の納税猶予に関する適格者証明等に係る事務処

理要領 

サ 周南市農業委員会不動産取得税の徴収猶予に関する適格者証明等に係る事務処理要

領（予定） 

シ 周南市農業委員会非農地証明に係る事務処理要領 

ス 周南市農業委員会非農地判断に係る事務処理要領 

セ 周南市農業委員会登記官等からの照会に係る事務処理要領 

ソ 周南市農業委員会農地転用事実の確認に係る事務処理要領 
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（参考２）周南市農業委員会・組織図 

 

（以下「委員会」という。）

委員会の権限に属する事務を補助執行する。

農業委員会の委員

農地利用最適化推進委員候補者評価委員会

総会

委員全員協議会

農業委員会事務局の職員

（所掌事務）会長の求めにより、推進委員候補者の被
　　　推薦者及び応募者の評価を行い、その結果を意
　　　見として会長に報告
（組織）評価委員９人
　　　（会長、会長職務代理者、幹事、事務局長）
（委員長）評価委員の互選

（所掌事務）総会の議事運営、関係
　　　行政機関等に対する意見の提
　　　出の総務、農業委員及び推進
　　　委員の研修の企画立案並びに
　　　実施等
（組織）幹事６人
　　　（地区協議会の座長の任にあ
　　　る者５人、女性委員の互選に
　　　より選任された者１人）
（幹事長）幹事の互選
（オブザーバー）会長、会長職務代
　　　理者

地区協議会

広報委員会

周南市

（役割）会長が欠けたとき又は事故があるときは、
　　　会長の職務を代理

（任命要件）農業に関する識見を有し、委員会の所掌
　　　事項に関し職務を適切に行うことができる者
（業務内容）毎月の総会での審議・決定、議案に係る
　　　現地調査、違反転用の早期発見と是正指導等
（以下「農業委員」という。）

（所掌事務）委員会の広報、市広報の活用、
　　　インターネットの活用等
（組織）広報委員６人
　　　（地区協議会の広報担当５人、女性推
　　　進委員から会長が指名する者１人）
（委員長）広報委員の互選
（オブザーバー）会長、会長職務代理者

南部地区協議会
西部地区協議会
徳山北部地区協議会
熊毛地区協議会
鹿野地区協議会

総会での議決を経て委員会が委嘱
（委嘱要件）農地等の利用の最適化の推進に熱意と識
　　　見を有する者
（業務内容）農地の利用状況調査など担当区域におけ
　　　る現場活動、農地の利用集積業務等
（以下「推進委員」という。）

幹事会

終了後、議案等を推進委員に送付

終了後、配付資料等を推進委員に送付
（議事）総会の議事に属さない事
　　項、委員会の運営に関する協
　　議又は調整、農業委員への報
　　告、農業委員への連絡、農業
　　委員間で意見交換等

（合議体である委員会の最高議決機関）

（所掌事務）地域活動についての協議又は調
　　　整、課題解決に向けた協議、地区協議
　　　会の地区内の農業者等との意見交換、
　　　指針の策定又は変更する場合の推進委
　　　員の意見聴取、関係行政機関等に対す
　　　る意見の取りまとめ、地区協議会とし
　　　ての意見の集約等
（役員）農業委員から座長、推進委員から副
　　　座長、両委員の中から広報担当を互選

（所掌事務）市長の求めにより、農業委員会委員の
　　　候補者の選考を行い、市長に報告
（組織）副市長、政策担当部長、行政管理担当部
　　　長、財政担当部長、経済産業担当部長、農林
　　　担当課長、農業委員会事務局長

市長

農地利用最適化推進委員

（役割）事務の総括・整理、対外的な代表者、職員への指
　　　揮・命令、総会の招集、総会の議長、議事について可
　　　否同数の場合における採決権、議事録の作成と公表等

会長

会長職務代理者

農業委員会委員候補者選考委員会

周南市農業委員会

広報担当

農業委員の互選 農業委員の互選

選考結果を報告する選考を求める

市長が議会の同意を得て任命

座長


